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公布された条例等のあらまし

◇補助金等交付規則の一部を改正する規則（規則第30号）

１ 規則の概要

 補助金等の交付の申請をした者が暴力団員等である場合又は公の秩序又は善良の風俗に反する行為をし、又は行

うおそれのある者若しくは団体等である場合に該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定を行わないことが

できることとした。（第５条関係）

 補助事業者等が、 に掲げる場合のいずれかに該当することが判明したときは、補助金等の交付の決定の全部又

は一部を取り消すことができることとした。（第14条関係）

 規則の適用対象とする負担金、交付金等の範囲を改正することとした。（別表関係）

２ 施行期日

令和５年４月１日から施行することとした。

◇島根県県税条例施行規則の一部を改正する規則（規則第31号）

１ 規則の概要

 地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う規定及び様式の整備（第28条・第36条・第41条の4・第44条・第

31号の２様式その１・第86号様式・第86号様式付表２・第87号様式・第98号様式その１・第98号様式その２関係）

 その他規定及び様式の整備

２ 施行期日

令和５年４月１日から施行することとした。ただし、第36条、第86号様式、第86号様式付表２及び第87号様式の改

正規定については、令和６年１月１日から施行することとした。

規 則

補助金等交付規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和５年３月31日

島根県知事 丸 山 達 也

島根県規則第30号

補助金等交付規則の一部を改正する規則

補助金等交付規則（昭和32年島根県規則第32号）の一部を次のように改正する。

第５条に次の１項を加える。

４ 第１項の規定にかかわらず、知事は、補助金等の交付の申請をした者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、補助金等の交付の決定を行わないことができる。

 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力

団員をいう。以下同じ。）又は暴力団（同条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員と密接

な関係を有する者（以下これらを「暴力団員等」という。）である場合（法人その他の団体にあっては、暴力団員等

が当該団体の運営に関与している場合）

 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をし、又は行うおそれのある者である場合（法人その他の団体にあっては、

公の秩序又は善良の風俗に反する行為をし、若しくは行うおそれのある団体又は当該団体と密接な関係を有する団体

である場合）

第14条第１項に次の１号を加える。

 補助事業者等が、第５条第４項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
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第14条第２項中「第５号」を「第６号」に改める。

別表中第11号及び第12号を削り、第13号を第11号とし、第14号から第25号までを２号ずつ繰り上げ、第26号を削り、第

27号を第24号とし、第28号から第44号までを３号ずつ繰り上げ、第45号を第42号とし、同号の次に次の１号を加える。

43 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金

別表中第46号を第44号とし、第47号から第55号までを２号ずつ繰り上げ、第56号を削り、第57号を第54号とし、第58号

から第65号までを３号ずつ繰り上げ、第66号を削り、第67号を第63号とし、第68号を第64号とし、第69号を第65号とし、

同号の次に次の２号を加える。

66 島根県就農準備資金

67 農地利用効率化等支援交付金

別表中第70号を第68号とし、同号の次に次の１号を加える。

69 島根県獣医師奨学金返還助成金

別表中第71号を第70号とし、第72号を第71号とし、第73号を第72号とし、同号の次に次の１号を加える。

73 農業水利施設電気料金高騰緊急対策事業交付金

別表中第74号を削り、第75号を第74号とし、第76号から第83号までを１号ずつ繰り上げ、第84号を第83号とし、同号の

次に次の１号を加える。

84 島根県林業・木材産業循環成長対策交付金

附 則

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。

２ この規則の施行の日（以下この項から附則第４項までにおいて「施行日」という。）前に交付されたこの規則による

改正前の補助金等交付規則別表第11号、第12号、第26号、第56号、第66号及び第74号に掲げる交付金等については、施

行日以後もこの規則による改正後の補助金等交付規則（次項及び附則第４項において「改正後の規則」という。）第10

条から第16条まで（第14条第１項第６号を除く。）の規定の適用があるものとする。

３ 改正後の規則別表第43号、第66号、第67号、第69号及び第73号に掲げる交付金等については、施行日前において交付

決定を受けたものも改正後の規則第10条から第16条まで（第14条第１項第６号を除く。）の規定の適用があるものとす

る。

４ 改正後の規則第５条第４項及び第14条第１項第６号の規定は、施行日以後に交付の決定をする補助金等について適用

する。

島根県県税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和５年３月31日

島根県知事 丸 山 達 也

島根県規則第31号

島根県県税条例施行規則の一部を改正する規則

島根県県税条例施行規則（昭和51年島根県規則第16号）の一部を次のように改正する。

第28条第３項の表第３号の２中「第53条第51項及び第57項」を「第53条第70項及び第76項」に改め、「困難な場合の特

例」の次に「の申請」を加え、「取りやめの申請」を「取りやめの届出」に改め、同表第３号の３中「第53条第53項」を

「第53条第72項」に改め、同表第３号の４中「第53条第56項」を「第53条第75項」に改める。

第36条の表第６号中「第８条の４第１項」を「第57条の４の３第１項」に改め、同表第７号中「第８条の４第２項」を

「第57条の４の３第２項」に、「個人の県民税及び市町村民税の徴収引受通知書」を「個人の県民税、個人の市町村民税

及び森林環境税の徴収引受通知書」に改める。
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第41条の２第１項中「不動産取得税（住宅）の課税標準の特例適用に関する申告書（第94号の２様式）」を「当該住宅

の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨を付記した不動産取得税申告書（家屋）（第95号様式その１）」に改め、

同項に後段として次のように加える。

この場合において、当該申告書又は報告書が市町村長に提出された日に条例第21条の２の申告がなされたものとみな

す。

第41条の２第３項及び第４項を削る。

第41条の３第１項中「不動産取得税（住宅用土地）に係る減額適用に関する申告書（第94号の３様式）」を「当該土地

の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨を付記した不動産取得税申告書（土地）（第95号様式その２）」に改め、

同項に後段として次のように加える。

この場合において、当該申告書又は報告書が市町村長に提出された日に条例第25条の２の申告がなされたものとみな

す。

第41条の３第３項及び第４項を削り、同条の次に次の１条を加える。

（不動産取得税の賦課徴収に関する申告又は報告に関する取扱い）

第41条の４ 不動産の取得者（法第73条の３第１項に規定する者を除く。）は、不動産登記法第18条の規定により表示に

関する登記又は所有権の登記の申請をした事項と現況等が異なる場合その他所長が必要と認める場合は、所長が別に定

める期限までに、条例第24条第１項各号に掲げる事項を申告し、又は報告しなければならない。

第42条第１項中「第95号様式」を「第96号様式」に改める。

第44条の表第３号を削り、同表第２号中「第97号様式」を「第98号様式」に改め、同号を同表第３号とし、同表第１号

中「第96号様式」を「第97号様式」に改め、同号を同表第２号とし、同号の前に次のように加える。

１ 条例第24条第１項の規定による不動産の取得の申告 不動産取得税申告書（家屋）（第95号様式その１）又は

（同条第３項の規定による徴収の猶予の申告を含 不動産取得税申告書（土地）（第95号様式その２）

む。）又は報告

第27号様式その10中「キロリットル」を「リットル」に改める。

第31号の２様式その１中「第53条第61項前段」を「第53条第69項前段」に、「第53条第68項」を「第53条第76項」に改

める。

第68号様式その１表面中「押印」及び「（又は令和元年度以前の年度分の旧自動車税）」を削り、同様式裏面の１の申

請に際しての注意事項 中「島根県総務部税務課」を「島根県の県税の」に改め、同様式裏面の１の申請に際しての注意

事項 中「島根県税務課」を「島根県の県税の」に改め、同様式裏面の１の申請に際しての注意事項中 を とし、 を

 とし、 の次に次のように加える。

 県税の納付から概ね１～２週間以内に申請する場合は、領収証書をお持ちください。

 法人の県民税・事業税・特別法人事業税の申告から概ね１～２週間以内に申請する場合は、申告書の控えをお持

ちください。

第68号様式その１裏面の２の証明内容に関する注意事項 中「（又は令和元年度以前の年度分の旧自動車税）」を削

る。

第86号様式中「第48条第３項本文」を「第739条の５第３項本文」に改め、「に係る地方団体の徴収金」の次に「並び

に森林環境税に係る徴収金」を加え、「第48条第１項」を「第739条の５第１項」に、「する地方団体の」を「する」

に、「続行する地方団体の」を「続行する」に改める。

第86号様式付表２を次のように改める。
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第87号様式中「個人の県民税及び市町村民税の徴収引受通知書」を「個人の県民税、個人の市町村民税及び森林環境税

の徴収引受通知書」に改め、「第48条第３項ただし書」を「第739条の５第３項ただし書」に改める。

第94号の２様式及び第94号の３様式を削る。

第98号様式その１及び第98号様式その２を削り、第97号様式を第98号様式とし、第96号様式を第97号様式とし、第95号

様式を第96号様式とし、同様式の前に次の２様式を加える。
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附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第36条、第86号様式、第86号様式付表２及び第87号様式の改

正規定並びに次項の規定は、令和６年１月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後の島根県県税条例施行規則（以下「新規則」という。）第36条の表第６号及び第７号の規定並

びに第86号様式、第86号様式付表２及び第87号様式は、令和６年度以後の年度分の個人の県民税、個人の市町村民税及

び森林環境税について適用し、令和５年度分までの個人の県民税及び個人の市町村民税については、なお従前の例によ

る。

３ 新規則第41条の４の規定は、この規則の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用

し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

（用紙に関する経過措置）

４ この規則による改正前の島根県県税条例施行規則の規定により作成した用紙でこの規則の施行の際現に残存するもの

のうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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